
消防用設備点検はお済ですか？

防火対象物 点検報告期間

点検報告の義務のある防火対象物・報告期間

料理店、飲食店、マーケット

３年に１回

１年に１回その他物品販売業を営む店舗
（特定防火対象物）

寄宿舎、下宿、共同住宅
（非特定防火対象物）
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